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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって，JIS Z 8051:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 Z 8051：2015 
 (ISO/IEC Guide 51：2014) 

安全側面－規格への導入指針 

Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 3 版として発行された ISO/IEC Guide 51 を基に，技術的内容及び構成を変更

することなく作成した日本工業規格である。 

この導入指針には，安全側面についてだけを規定するもの又は安全に関する事項を含むものがある。 

この導入指針は，規格作成者が規格に安全側面を導入するための要求事項及び推奨事項を規定する。 

また，この導入指針は，危害を受けやすい状態にある消費者による使用を含め，製品又はシステムの使

用中に起きるリスクを減らすことを目的とし，要求仕様，設計，製造，流通，使用（メンテナンスを含む。），

解体又は廃棄から生じるリスクを減らすことを目的としている。 

この導入指針は，強制法規，団体規格，社内規格などにも適用することが望ましい。 

 

1 適用範囲 

この規格は，人，財産若しくは環境，又はこれらの組合せに関係する安全側面を規格へ導入する際の指

針を示す。 

注記 1 例えば，この導入指針は，人だけに，人及び財産に，又は人，財産及び環境に，適用できる。 

注記 2 この導入指針の全体にわたって使用される“製品及びシステム”の用語は製品，プロセス，

サービス及びシステムを含む。 

注記 3 長期的な健康への影響に対しても，安全側面は適用される。 

注記 4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC Guide 51:2014，Safety aspects－Guidelines for their inclusion in standards（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

引用規格はない。 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

危害（harm） 

人への傷害若しくは健康障害，又は財産及び環境への損害。 


